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【スライド -1】
私のテーマは「医療介護の質的向上に資する国際基準と専門職養成プログラム開発」です。

【スライド -2】
この国際基準というのは、もう少し詳しく言えば国際高齢者ケア基準と考えてもよろし

いかと思いますので、まずその高齢者ケア、そして国際基準の専門職養成というところの
「ケア」の内容について把握しておきたいと思います。

「ケア」と言いますと、想定されるのはメディカルケアというところが大きいのですが、
このケアの概念は幅広いこともあり、ここに書きましたように、大きく分けて4つぐらい
の分野を全部カバーするものではないかと考えます。

ライフサポートケア。これはリビングサポートケアとも言えるかと思いますが、生活の
支援です。自立支援と書きました。あとは医療、介護。それに加えて、最終的にはその方々
の社会参加や生きがいも保障するようなケア。これをケアと捉えています。

【スライド -3】
それからもう一つ。先ほど申し上げた国際高齢者ケア基準と専門職養成に関しては、実

は東アジアにおける人口高齢化の伸展という問題があり、これが私たちが思っている以上
に非常に速いスピードで進んでいる実態があります。

急速な工業化で「東アジアの奇跡」と言われるように、非常に経済発展が目覚ましいの
ですが、そこの中で貧富の格差が大きくできていることと、それから、それに伴って社会
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保障制度などがまだなかなか整備さ
れていない。高齢化のスピードが経済
成長を追い越してしまっている。ス
ライドに載せた「未富先老」というの
は、中国でよく言われる言葉ですが、
これは中国にかかわらず、東アジア
全てにこの問題があります。

一方、東アジアには家族主義（こ
れは別に東アジアだけではないので
すけれども）で、育児・老親の世話は
家族の役目であるという思い・考え
方が非常に根強く残っているという
こと。それから、経済発展に伴って女性の雇用化が進みますので、家の中でのマンパワー
が不足するということ。にもかかわらず、仕事と家庭の両立の施策については整備されて
いない。だからこの中で、家族介護から専門介護が必要であるということは、ニーズとし
てはあるのですけれども、この問題については、やはり高齢者ケアの先行事例を持つ日本
が先駆的な役わりを果たさなければいけないのではないかということです。

【スライド -4】
これが東アジア諸国の出生率、高

齢化率の比較です。2007年ですから
若干古い資料ではありますが、大き
く内容は変わっていませんので、参
考に出しました。

出生率が非常に低い日本をはじめ
とする韓国、台湾、香港、シンガポー
ルに追随して、中国、タイが出生率が
非常に低くなっています。一方、高
齢率は日本は突出しているのですが、
それに追従する形で東アジアの国々
の高齢率が非常に進んでいる。例え
ば中国などは、これは予測ですけれども、2025年にたぶん14%を超えるであろう。これま
では24年で7%から14％になった日本が世界で一番早く高齢化したと言われていますが、
今後はたぶんこの東アジアの国々が、さらに日本のスピードを追い抜くであろうと言われ
ています。

【スライド -5】
私が調査をした中国です。
積み上げ棒グラフの各棒の左2つの項目が自宅で親を看ることに賛成意見の人です。そ

れ以外が施設・病院等で親の介護を受ける。ただし、自分が高齢者になった時は、同じく
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セッション	3		/	ホールセッション

各棒の左2つの項目が自宅で看てほし
い。しかしそれ以外の人達は、病院、
福祉施設等で介護を受けるというこ
とで、やはり圧倒的に考え方が変わ
りつつあると言えるのではないかと
思っています。

中国では中華人民共和国憲法の中
で親の老後は子供の義務であると決
められておりますし、それに基づい
て、老人権益補償法もできています。
親の考えとしては、できるだけ自宅で
子供の世話を受けたい。ですが、中
国は一人っ子政策等のこともあって、子供がなかなか親の世話をみることができない。今
現在は家政婦さんなどが大流行で、その方が家の事を見ることもやっています。日本でい
うホームヘルパーとイコールではないのですが、スライドの最後に書きましたように、そ
ういった方々の養成は始まってはおりますが、内容的にはどちらかというと、農村部の余っ
たマンパワーを短期促成型で養成して、そういったニーズに当てるという実情があります。

【スライド -6】
これは韓国です。
日本に次いで東アジアで新興経済

地域の一つであるということで取り
上げました。韓国はこのグラフで見る
ように高齢化が非常なスピードで進
んでいます。今、2010年の段階で日
本は23、韓国11.3ですが、2050年に
なるとほぼ同じぐらいまで進む。い
かにこのスピードが速いかというこ
とです。

一方、韓国は日本以上に少子化の
国です。世界で1位と言ってもよいく
らい少子化の国です。こういった実情の中で高齢者ケアにどのように対応していくか。韓
国の老人長期療養保険制度というのは、我が国の介護保険制度を参考にして作られたもの
ですが、できたのは2008年で、ついこの間ということになります。その中で実際にどの
ようなサービスが行われているかというのがこの表にあります。療養保護司制度というの
も2008年1月から法制化されています。これは国家資格なのですが、実は一級でも240時
間、二級で120時間で、すぐ取れてしまうという国家資格です。ですから短期促成型です。
2008年にスタートして2010年の時点で93万5000人の資格取得者はいるのですが、実際に
働いているのは20万人です。70万人以上の方は、資格は取っているけれども働いていない
というのが実情です。
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【スライド -7】
それからもう一つ、インドネシアを調査しました。
なぜインドネシアかということですが、インドネシアは東南アジア諸国連合のうちの一

つで、その東南アジアの中でも先にそういったものが進んでくるのではないかという国で
す。インドネシアの問題については、
まだこれからの課題が沢山ありますけ
れども、高齢者ケアの課題が圧縮して
出てくるであろうと言われています。

【スライド -8】
日本は色々な整備がされています。

ここに書きましたように様々な問題
点を抱えているとはいえ、一方で、そ
ういった東アジアの国々に先行して
高齢者ケアのサービス、法律が進ん
でいる国です。ですから、その中で
日本が果たさなければいけない役割
が多々あるのではないか。

【スライド -9】
ただしかし、日本は超少子高齢化社

会で色々な課題を持っています。現
在、介護保険制度等の改正も進んで
いますけれども、全体的には在宅へ
シフトしていくという動きが非常に
強く出てきています。この中で在宅
ケアを担う人材を、例えば高齢者で
あったり女性ということだけに仮定
してしまえば、やはりその中で経済
的な問題が多々生まれてくるのでは
ないか。この時点で日本が新しいモ
デルを、東アジア諸国を含め、示し
ていく必要があるのではないかとい
うことです。

【スライド -10】
そして今回提案したのがこれです。
どこの国に住んでいても、どこの

国からケアを受けても、高齢者自身、
その家族の人権が尊重されるケア…
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セッション	3		/	ホールセッション

あくまでもこの人権尊重という理念
がなくてはいけないということです。

高齢者のケア基準をここで想定し、
提案するということになります。

【スライド -11】
この高齢者ケアの国際基準（ICF）

ですが、WHOが提唱しているICFは
もともとは障害基準なのですが、そ
のAW（Aging and Well- being）とい
うことで高齢者ケアを想定して、ICF
の考え方を提唱しています。

【スライド -12】
専門職養成のカリキュラムを作成

するにあたっては、カリキュラムポ
リシーということで、先ほど申し上
げた4つのケアを全部踏襲した理念を
持つプログラムを提唱していきたい
と思っています。

【スライド -13】
まとめです。
東アジア地域の高齢化に伴う高齢

者ケアの問題について、いち早く少子高齢社会に突入した日本が、先進的な事例をベース
として国際社会で共有できる高齢者ケアの基準を確立する必要があるのではないか。

国際高齢者ケア基準としては、WHOによるICFに基づき、ICF-AWを提案したいと思っ
ています。

スライド- 11

スライド- 10

スライド- 12 スライド- 13



- 124 -

そして、このケア基準を踏まえたケア専門職を養成するための、総合的なケアを含み合
わせたトータルケアの実践を目標にしたプログラムを開発したいと思っています。

ファイザーヘルスリサーチ振興財団への助成研究結果報告書の中には、そのプログラム
の内容等もご提案をさせていただいています。

質疑応答

会場：　私が聞き取れなかったのかもしれませんが、中国は他の国とは違う要因が一つあ
りますね。それは何かというと、今月、習近平の政権下で改革を打ち出したこと
です。これは進む少子高齢化に対して、「一人っ子政策」の緩和を行うものですが、
それについて先生のご意見があればお聞かせ下さい。何か先生の調査でございま
すか？

石田：　中国の状況については、調査し、勉強すればするほど大変複雑なことがよくわかっ
てまいりました。やはり三農問題というのが一番大きいですね。農村、農民そし
て農業の三農問題が非常に大きくその中にありますので、それはすぐに解決する
のは難しい。政府は今、急いで国全体をカバーする形で社会保障制度の整備を急
いでいると聞いていますが、やはりこれはなかなかすぐに解決する問題ではあり
ません。今、「一人っ子政策」というお話がありましたが、30代などの多くの働き
手の世代はやはり非常にそれを懸念しているという実情が、調査をさせていただ
いて、よくわかりました。
彼らは一体どうするかというときに、介護の手は必要なのだけれども、その介護
というのは、先ほど私が申し上げたように高齢者の人権の尊重というところより
は、まずは身の回りの世話をして、とにかく生活がうまく進んで行ければいいん
だ、人の手を借りればいいんだ、というところがまだまだあるのです。でも、こ
うした対症療法的な形で人材をあてがうというだけでは、中国もこれから先、本
格的な高齢社会に突入した時に高齢者の福祉を考えるにしても、満足いく形には
なっていかないだろうと思います。専門的なケアの理念をちゃんとわきまえた専
門職の手による高齢者のケアサービスが充実して、整備されていく必要があるか
なと思います。これは社会保障制度の整備と共に進められていく必要があるので
はないかと考えています。


